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【資料 2】 

令和３年度実施予定事業について 

 

１．聴覚障害者への理解促進に関する事項 

各公共施設等に啓発パンフレットを設置し普及啓発を行う。  

 

 

２．手話に対する理解及び普及に関する事項 

(1)手話教室等の実施 

①こども手話教室 ※各日程とも定員 24 名 

 令和 3 年 7 月 3 日、7 月 10 日、7 月 17 日 

 会場：ウッディタウン市民センター 

 令和 3 年 7 月 21 日、7 月 28 日、8 月 4 日 

 会場：まちづくり協働センター 

 

②はじめての要約筆記体験 ※各日程とも定員 15 名 

 令和 3 年 7 月 6 日  会場：総合福祉保健センター 

 令和 3 年 7 月 20 日 会場：ウッディタウン市民センター 

 

③はじめての手話体験 

令和 3 年 9 月 10 日開催予定 会場：総合福祉保健センター 定員 30 名  

 

④こども手話広場 

   令和 4 年 1 月開催予定 

 

⑤デリバリー型手話教室 

  

(２)「さんだ手話チャンネル」の充実と活用 

 市広報誌の手話周知記事とリンクした動画の作成及び市職員等に向けた周知 

 

 (３) 手話奉仕員養成講座（入門編・基礎編）の実施 

入門編：令和 3 年 10 月開講予定 全 20 回 

基礎編：令和 3 年 4 月 17 日開講 全 20 回 受講者 18 名 

    

   

３．手話による情報取得及び手話の使いやすい環境づくりに関する事項 

(１)難聴者のための手話教室 

  令和 3 年 10 月開催予定 

 

(２)難聴児とその家族の交流会 

令和 4 年 2 月開催予定  
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(３)三田市手話施策推進事業補助金 

 

(４)テレビ電話による窓口応対 

   

(５)職員研修の実施（人事課） 

   令和 3 年 11 月開催予定 

 

(６)「ユニバーサル」広報の作成（秘書広報課） 

 

 

４．手話通訳者等の配置の拡充及び意思疎通支援に関する事項 

 (1)意思疎通支援者（手話通訳者・要約筆記者）の派遣事業         

① 個人派遣（当事者向け） 

② 団体派遣（主催者向け） 

 

 (2)手話通訳者・要約筆記者の技術向上 

   三田市登録意思疎通支援者の技術向上を目的とし、研修会を実施する。 

・手話通訳者研修（隔月１回実施） 

   ・要約筆記者研修（隔月１回実施） 

・要約筆記者パソコン自主練習（毎月１～２回実施） 

・要約筆記者手書き自主練習（隔月１回実施） 

 

 (３)手話通訳者養成講座Ⅱ 

   手話の知識と技術を高めると共に、聴覚障害者の社会参加をより一層支援する

ため、手話通訳者を育成し派遣事業の拡大を図る。 

    令和 3 年 4 月 15 日開講 全 25 回 受講者 7 名 

 

(４)要約筆記者養成講座（パソコン前期） 

   中途失聴者・難聴者の特性を理解し、中途失聴者・難聴者の社会参加の支援 

  となる要約筆記者を養成する。 

    令和 3 年 9 月 7 日開講予定 全 24 回 定員 15 名（最少催行人数 4 名） 

 

 (５)手話通訳者全国統一試験対策講座 

   手話通訳者全国統一試験の受講予定者を対象に、認定試験対策講座を開催する。 

    令和 3 年 11 月開講予定 

 

 (6)全国統一要約筆記者認定試験対策講座 

   全国統一要約筆記者認定試験の受講予定者を対象に、認定試験対策講座を開催

する。 

    令和 4 年 2 月開講予定 
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５．その他の事項 

三田市手話施策推進協議会の開催 

 第１回 令和 3 年 6 月 29 日開催 

 第２回 令和 3 年 12 月開催予定  


